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消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
に
発

生
し
た
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
契
約

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談

を
受
け
、解
決
に
向
け
た
助
言
や

あ
っ
せ
ん
を
し
て
い
ま
す
。相
談

は
無
料
で
、専
門
の
相
談
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

市
消
費
生
活
相
談
窓

口（
市
役
所
南
方
庁
舎
２
階
）
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０
２
２
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５
８
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１
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平
日
／
午
前
９
時
〜

正
午
、午
後
１
時
〜
４
時

市
民
生
活
部
市
民

生
活
課（
市
民
総
務
係
）
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２
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８
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１
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市
民
生
活
部
市
民

生
活
課（
市
民
総
務
係
）
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２
２
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５
８
）２
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１
８

　

障
が
い
の
あ
る
人
が
、自
立
し

た
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、職
業
上

の
相
談
に
応
じ
、支
援
を
し
て
い

ま
す
。

12
月
24
日（
火
）➊
午
前
９

時
30
分
➋
午
前
11
時
➌
午
後
１
時

30
分
➍
午
後
３
時（
要
電
話
予
約
）

県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所

無
料

※
職
業
の
あ
っ
せ
ん
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

障
害

者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー「
ゆ

い
」
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２
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失
業
・
病
気
・
人
間
関
係
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
で
生
活
に
困
っ

て
い
る
人
の
悩
み
や
心
配
事
な
ど

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

➊
12
月
10
日（
火
）➋
24
日

（
火
）／
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

➊
錦
織
公
民
館
➋
上
沼
ふ

れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

無
料

そ
・
え
ー
る
登
米
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（令和６年10月末現在）※佐沼・登米警察署調べ
Ｒ６ Ｒ５ 増減数

人身事故
発生件数 82件 92件 ▲10件

死者数 2人 0人 2人

負傷者数 98人 104人 ▲6件

物損事故
発生件数 1,010件 1,061件 ▲51件

※Ｒ６年1月からの延べ件数（前年同時期と比較）

（令和６年10月末現在）

地区 世帯数
人口（人）

男 女 計　　（前月比）

迫 7,729 9,274 9,705 18,979 （▲32）

登米 1,726 2,040 2,233 4,273 （3）

東和 2,200 2,652 2,680 5,332 （▲17）

中田 5,270 7,247 7,438 14,685 （▲9）

豊里 2,145 2,943 3,011 5,954 （3）

米山 2,801 3,984 4,062 8,046 （▲16）

石越 1,474 2,102 2,076 4,178 （▲5）

南方 2,729 3,842 4,027 7,869 （▲9）

津山 1,103 1,329 1,472 2,801 （▲6）

合計 27,177 35,413 36,704 72,117 （▲88）

※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています

　

ご
寄
付
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。（
９
月
受
納
順
）

●
仙
北
信
用
組
合
様
／
難
病
や
障

が
い
の
あ
る
こ
ど
も
と
そ
の
家
族

の
支
援
お
よ
び
健
全
育
成
等
に
現

金
20
万
円

●
学
校
法
人
安
永
寺
学
園
様
／
教

育
振
興
に
現
金
１
９
４
万
２
４
４

５
円

●
彫
金
作
家
谷
関
恭
子
相
続
人
代

表 

篠
原
弘ひ

ろ

典の
り

様
／
高
倉
勝
子
美

術
館
に
故
谷
関
恭
子
様
の
彫
金
作

品
37
点

総
務
部
総
務
課

（
総
務
係
）
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４

守
り
ま
す
。

◉

12
月
９
日（
月
）午
前
10
時

〜
午
後
３
時

豊
里
公
民
館
、迫
公
民
館
、

石
越
公
民
館差

別
、暴
行
・
虐
待
、セ

ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
、い
じ
め
・
体

罰
、名
誉
毀き

損そ
ん

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
）な

ど

仙
台
法
務
局
登
米

支
局
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生
活
に
関
す
る
不
安
や
悩
み
、

家
庭
内
問
題
や
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
、困
り
事
の
相
談
窓
口
を
無
料

で
開
設
し
て
い
ま
す
。ま
ず
は
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

12
月
５
日（
木
）午
前
10
時

〜
11
時
30
分

迫
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

登
米
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、東
和

総
合
支
所

登
米
市
社
会
福
祉

協
議
会
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家
族
や
友
達
、仕
事
や
生
活
の

こ
と
な
ど
、安
心
で
き
る
場
所
で

話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

12
月
10
日（
火
）午
前
10
時

〜
午
後
２
時

石
巻
保
健
所
登
米
支
所

12
月
９
日（
月
）午
後

４
時

N
P
O
法
人
ウ
ィ
メ
ン
ズ
ア
イ
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司
法
書
士
が
、生
活
困
窮
・
多
重

債
務
に
関
す
る
相
談
に
無
料
で
応

じ
ま
す
。

12
月
21
日（
土
）午
前
10
時

〜
午
後
４
時

◉☎
０
２
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２
２
１
）６
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◉

宮
城
県
司
法
書
士
会
館

（
仙
台
市
）

宮
城

県
司
法
書
士
会
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12
月
20
日（
金
）午
後
１
時

〜
３
時
50
分（
要
電
話
予
約
）

と
め
市
民
活
動
プ
ラ
ザ

開
発
健け

ん

次じ

（
弁
護
士
）

無
料

ま
ち
づ
く
り
推
進

部
市
民
協
働
課（
市
民
活
動
支
援

係
）
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日
本
郵
便
で
は
、地
域
の
特
性

に
応
じ
た
窓
口
営
業
時
間
の
弾
力

的
な
運
用
の
一
環
と
し
て
、全
国

的
に「
昼
時
間
帯
の
窓
口
業
務
の

休
止
」に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。市

内
の
新
田
郵
便
局
他
10
郵
便
局
に

お
い
て
も
、11
月
25
日（
月
）か
ら

試
行
実
施
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
各
郵
便
局
へ
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。新

田
、米
川
、米

谷
、錦
織
、上
沼
、浅
水
、中
津
山
、

登
米
吉
田
、長
根
、津
山
、横
山

日
本
郵
便
南
方
郵

便
局
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交
通
事
故
は
、被
害
者
に
も
加

害
者
に
も
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら

し
ま
す
。

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、加
害
者

の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と

で
、被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を

保
証
す
る
制
度
で
、全
て
の
車
、バ

　

行
政
区
や
町
内
会
な
ど
の
団
体

が「
令
和
６
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業（
宝
く
じ
助
成
事
業
）」

で
、備
品
な
ど
を
整
備
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
宝
く
じ
受
託
事
業
収
入
を

財
源
に
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
な

ど
の
健
全
な
発
展
と
宝
く
じ
の
普

及
広
報
を
目
的
と
し
て
実
施
し
て

い
ま
す
。

▼
横
丁
町
内
会（
迫

町
）＝
エ
ア
コ
ン
、キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

な
ど
▼
吐
出
集
落
会（
迫
町
）＝
会

議
用
テ
ー
ブ
ル
、ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

用
チ
ェ
ア
な
ど
▼
石
越
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
運
営
協
議
会（
石
越
町
）＝
プ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、ス
ク
リ
ー
ン
な

ど

イ
ク
な
ど
に
加
入
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。未
加
入
・
未
更
新
で

乗
る
と
、懲
役
ま
た
は
罰
金
の
対

象
に
な
り
ま
す
。特
に
、車
検
制
度

の
な
い
２
５
０
ｃ
ｃ
以
下
の
バ
イ

ク
は
有
効
期
限
切
れ
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、国
土
交
通
省
自
賠

責
保
険
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

国
土
交
通
省
東
北

運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局
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法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、世
界
人
権
宣
言
が
採

択
さ
れ
た
翌
年
の
昭
和
24
年
か

ら
、毎
年
12
月
10
日
の
人
権
デ
ー

を
最
終
日
と
す
る
１
週
間
を
人
権

週
間
と
定
め
、人
権
尊
重
思
想
の

普
及
高
揚
の
た
め
の
啓
発
活
動
を

全
国
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

特
設
人
権
相
談
所
は
、人
権
擁

護
委
員
が
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く


